
山梨県強度行動障害支援者養成研修事業者指定要綱 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、山梨県強度行動障害支援者養成研修(基礎研修)（以下「基礎研修」と

いう。）及び山梨県強度行動障害支援者養成研修(実践研修)（以下「実践研修」という。）

の実施に当たり、「強度行動障害支援者養成研修事業の実施について(運営要領)」（平成

27年３月３日障発0303 第２号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知）（以下「運

営要領」という。）の 10 に基づき、山梨県知事（以下「知事」という。）が指定等を行

う場合について必要な事項を定め、研修事業の円滑な実施を図ることを目的とする。 

 

（指定の要件） 

第２条 知事は、本研修事業の指定を受けようとする者（以下「申請者」という。）が次に

掲げる要件を満たすと認められる場合は、研修事業者として指定することができるもの

とする。 

(1) 研修事業者に関する要件 

ア 事業を適正かつ円滑に実施するために必要な事務的能力及び事業の安定的運営に

必要な財政基盤を有するものであること。 

イ 研修事業の経理が他の経理と明確に区分され、会計帳簿、決算書類等研修事業の収

支の状況を明らかにする書類が整備されていること。 

ウ 山梨県内に主たる事業所を有していること。 

(2) 研修事業内容に関する要件 

ア 運営要領及びこの要綱に定める内容に従い、研修事業を継続的に毎年１回以上実施

すること。 

イ 研修対象者等 

(ｱ) 基礎研修 

a 研修対象者 

原則として、障害福祉サービス事業所等において、知的障害、精神障害のある

児者を支援対象にした業務に従事している者、もしくは今後従事する予定のある

者。 

b 研修内容等 

研修カリキュラムは、運営要領別紙１を標準とするとともに、当該年度におけ

る厚生労働省又は独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園（以下

「のぞみの園」という。）が実施する強度行動障害支援者養成研修(基礎研修)（以

下「国基礎研修」という。）の内容に沿ったものとすること。ただし、地域性、

受講者の希望等を考慮して時間数を延長することや必要な科目を追加すること

は差し支えない。 

c 研修講師 

講義及び演習を担当する講師については、強度行動障害を有する者の障害特性

や支援技術に関する知識を有する者で、基礎研修を教授するのに適当な者の中か



ら、学歴、職歴、資格及び実務経験等に照らし、適切な人材が適当な人数確保さ

れていること。 

なお、基礎研修における講師は、国基礎研修を修了した者を中心とすること。 

演習は、１組７名程度に分けて実施し、各組に１人の助言者を配置することを

基本とすること。 

(ｲ) 実践研修 

a 研修対象者 

基礎研修を修了した者のうち、原則として、障害福祉サービス事業所等におい

て、知的障害、精神障害のある児者を支援対象にした業務に従事している者、も

しくは今後従事する予定のある者。 

b 研修内容等 

研修カリキュラムは、運営要領別紙２を標準とするとともに、当該年度におけ

る厚生労働省又はのぞみの園が実施する強度行動障害支援者養成研修(実践研

修)（以下「国実践研修」という。）の内容に沿ったものとすること。ただし、地

域性、受講者の希望等を考慮して時間数を延長することや必要な科目を追加する

ことは差し支えない。 

c 研修講師 

講義及び演習を担当する講師については、強度行動障害を有する者の障害特性

や支援技術に関する知識を有する者で、実践研修を教授するのに適当な者の中か

ら、学歴、職歴、資格及び実務経験等に照らし、適切な人材が適当な人数確保さ

れていること。 

なお、実践研修における講師は、国実践研修を修了した者を中心とすること。 

演習は、１組７名程度に分けて実施し、各組に１人の助言者を配置することを

基本とすること。 

ウ 基礎研修及び実践研修は、山梨県内で開催すること。 

なお、講義を通信の方法によって行う研修については、当分の間、実施しないこ

ととする。 

 

(3) 研修受講者に関する要件 

ア 研修受講者に研修内容等を明示するため、少なくとも次に掲げる事項を明らかにし

た学則等を定め、これを公開すること。 

(ｱ) 開講目的 

(ｲ) 研修事業の名称 

(ｳ) 実施場所 

(ｴ) 研修期間 

(ｵ) 研修カリキュラム 

(ｶ) 講師氏名及び担当科目 

(ｷ) 研修修了の認定方法 

(ｸ) 開講時期 

(ｹ) 受講資格 



(ｺ) 受講手続（募集要領等） 

(ｻ) 受講料等 

イ 研修への出席状況等、研修受講者に関する状況を確実に把握し、保存すること。 

ウ 全日程を受講した研修修了者に対し、修了証書を交付すること。 

エ 研修修了者について、修了証書番号、修了年月日、氏名、生年月日、連絡先等必要

な事項を記載した名簿を作成し、作成後遅滞なく知事に提出すること。 

オ 受講申込者の申込情報及び研修修了者の名簿等の個人情報について、十分な注意を

払った上で管理すること。 

(4) その他の要件 

ア 事業運営上知り得た受講申込者等に係る秘密の保持について、十分留意すること。 

イ 研修受講者が研修において知り得た個人の秘密の保持について、受講者が十分に留

意するよう指導すること。 

ウ 研修受講者に対し、人権の尊重について理解させるように努めること。 

エ 障害のある研修受講者に対しては、研修事業の実施に際して必要な配慮を行うこと。 

オ 研修の時間帯、曜日については、受講者が受講しやすいよう適宜配慮すること。 

原則として１月以内に修了することとするが、必ずしも連続した日に実施する必要

はないこと。 

カ 研修受講者を募集する際は、ホームページで募集を図る等周知に努めること。 

２ 知事は、前項の規定にかかわらず、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、前

項の指定を行わない。 

(1) 知事又は他の都道府県知事（指定都市又は中核市の市長を含む。）により研修事業者

としての指定を取り消され、その取消しの日から起算して５年を経過しない者である

とき。 

(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成 17年法律第

123号）に基づき、指定障害福祉サービス事業者、指定障害者支援施設、指定一般相

談支援事業者、指定特定相談支援事業者又は指定自立支援医療機関としての指定を取

り消され、その取消しの日から起算して５年を経過しない者であるとき。 

(3) 児童福祉法（昭和22年法律第164号）に基づき、指定障害児通所支援事業者、指定

障害児入所施設又は指定障害児相談支援事業者としての指定を取り消され、その取消

しの日から起算して５年を経過しない者であるとき。 

(4) 介護保険法（平成９年法律第123号）に基づき、指定居宅サービス事業者、指定地

域密着型サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、介護保険施設、指定介護予防サ

ービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者、指定介護予防支援事業者と

しての指定又は許可を取り消され、その取消しの日から起算して５年を経過しない者

であるとき。 

(5) 申請者又は申請者の代表者若しくはその構成員が、暴力団員による不当な行為の防

止等に関する法律（平成３年法律第77号）第２条第２号に規定する暴力団又は第２条

第６号に 

規定する暴力団員であるとき。 

(6) 知事又は他の都道府県知事（指定都市又は中核市の市長を含む。）により、基準違反



に関する改善勧告、改善命令その他行政処分を受け、その内容についての改善がなさ

れていない者であるとき。 

 

（指定申請の手続） 

第３条 申請者は、次に掲げる事項を記載した指定申請書（第１号様式）を知事に提出する

こと。 

(1) 申請者の氏名及び住所（法人にあっては、名称及び主たる事務所の所在地並びにそ

の代表者の氏名及び住所） 

(2) 研修事業の名称及び実施場所 

(3) 事業開始予定年月日 

(4) 学則等 

(5) 研修内容（基礎研修・実践研修の別）及びカリキュラム 

(6) 講師等選定調書（第２号様式） 

(7) 研修修了の認定方法 

(8) 事業開始年度及び次年度における研修事業に係る収支予算の細目 

(9) 申請者の資産状況 

(10) 誓約書（第３号様式） 

(11) その他指定に関し知事が必要であると認める事項 

２ 申請者が法人であるときは、申請書に定款、寄付行為その他の規約を添付すること。 

 

（指定内容変更の届出） 

第４条 本事業の指定を受けた者（以下「指定研修事業者」という。）は、申請内容に変更

を加える場合には、知事に対し、あらかじめ指定内容変更届（第４号様式）により、変

更の内容、変更時期及び変更理由を届け出るものとし、第３条第１項第５号から第７号

の事項に変更を加える場合にあっては、変更について承認を受けなければならない。 

なお、基礎研修の指定を受けた者が実践研修を併せて実施する場合、前条第１項第５

号の事項の変更で足りるものとする。 

 

（実施計画書の提出） 

第５条 指定研修事業者は、知事に対し、毎年度、あらかじめ事業実施計画書（第５号様式）

に次に掲げる書類を添付して提出すること。なお、提出した事業実施計画書に変更を加

える場合には、事業実施計画変更届（第６号様式）を提出すること。 

(1) 学則等（募集要項） 

(2) 研修カリキュラム 

(3) 研修日程表 

(4) 講師等の氏名及び担当科目 

(5) 当該年度における研修事業に係る収支予算の細目 

 

 

 



（修了証書等の交付） 

第６条 指定研修事業者は、基礎研修修了者に対し、修了証書（第７号様式）、実践研修修

了者に対し、修了証書（第８号様式）を交付すること。 

２ 修了証書等の亡失又はき損により、研修修了者から証明の依頼があったときは、別に定

める方法により、証明等を行うこと。 

 

（実施報告書の提出） 

第７条 指定研修事業者は、知事に対し、研修事業終了後速やかに事業実施報告書（第９号

様式）に次に掲げる書類を添付して提出すること。 

(1) 修了者名簿（第10号様式） 

(2) 研修資料 

(3) 当該年度における研修事業に係る収支決算書 

 

（廃止の届出） 

第８条 指定研修事業者は、研修事業を廃止しようとする場合には、知事に対し、あらかじ

め事業廃止届（第11号様式）を提出し、指定の取消しを受けなければならない。 

 

（調査及び指導） 

第９条 知事は、指定研修事業者に対して、研修事業の実施等に関して必要があると認める

ときは、指定研修事業者の事務所及び研修実施場所等において実地調査を行い、必要に

応じて報告を求めることができる。また、これにより適正を欠くと認めるときは、指定

研修事業者に対して改善指導を行うことができる。 

２ 知事は、前項に基づく改善指導に指定研修事業者が従わない場合は、改善が認められる

まで、研修事業の中止を命ずることができる。なお、この場合においては、あらかじめ

書面をもって当該事業者に通知するものとする。 

 

（指定の取消し） 

第１０条 知事は、指定研修事業者が次のいずれかに該当するときは、指定を取消すことが

できる。 

(1) 第２条に掲げる要件に適合しなくなったとき。 

(2) 指定申請又は実績報告等において、虚偽の申請又は報告を行ったとき。 

(3) 研修事業の実施に関し、不正な行為があったとき。 

(4) 第９条第１項に定める調査に応じなかったとき又は改善指導に従わないとき。 

(5) その他、研修事業を適正に実施する能力が欠けると認められるとき。 

２ 知事は、前項に定める指定の取消しを行う場合においては、書面をもって当該指定研修

事業者に通知するものとする。 

 

（聴聞の機会） 

第１１条 知事は、第９条第２項の研修事業の中止を命ずる場合及び前条の指定の取消しを

行う場合においては、当該指定研修事業者に対して聴聞を行うものとする。 



（書類の保存） 

第１２条 指定研修事業者は、研修事業に関する書類について、研修が終了した日の属する

年の翌年度を起算日として各号に定める期間保存しなければならない。なお、保存期間

内に第８条による廃止又は第１０条による指定の取消しを受けた場合は、書類を県に引

き継ぐものとする。 

(1) 修了者台帳 永年 

(2) 受講者の研修への出席状況、成績等に関する書類並びに修了者に関する書類10年間 

(3) その他研修に関する書類１年 

 

（その他） 

第１３条 この要綱に定めるもののほか、この要綱を実施するために必要な事項については、

知事が別に定める。 

 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は平成28年1月8日から施行する。 


